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令和８年陸別町議会第３回臨時会会議録（第１号） 

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 令和８年５月８日　午前10時00分 議　長  久　保　広　幸

及 び 宣 告 閉会 令和８年５月８日　午前10時27分 議　長  久　保　広　幸

      応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
      員 及 び 出 席 並 氏　　名 氏　　名

び に 欠 席 議 員 番号 の　別 番号 の　別

 出席　　　７人 １ 濱　田　正　志 ○

 欠席　　　０人 ２ 三　輪　隼　平 ○

 凡例 ３ 渡　辺　三　義 ○

 ○ 出席を示す ４ 工　藤　哲　男 ○

 ▲ 欠席を示す ５ 中　村　佳代子 ○

 × 不応招を示す ６ 谷　　　郁　司 ○

 ▲○公  公務欠席を示す ８ 久　保　広　幸 ○

会議録署名議員 　　渡　辺　三　義 　　工　藤　哲　男

職務のため議場に 事務局長 主査 
出席した者の職氏名 　　　　　　　請　川　義　浩 　　　　　　　竹　島　美 登 里

法第１２１条の規定 町 長 本　田　　　学

により出席した者の 

職氏名

町長の委任を受けて 副　　町　　長 今　村　保　広 総　務　課　長 丹　崎　秀　幸

出席した者の職氏名 町　民　課　長 本　間　　　希 総 務 課 主 幹 工　藤　康　孝

 

教育長の委任を 

受けて出席した者の 

職氏名

農業委員会会長の 

委任を受けて出席し 

た者の職氏名　　　

議　　事　　日　　程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会　議　の　経　過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議　案　番　号 件　　　　　　　　　　名

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定

３ 議 案 第 ３ １ 号 工事請負契約の締結について

４ 議 案 第 ３ ２ 号 町税条例の一部を改正する条例

５ 議 案 第 ３ ３ 号 陸別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 

◎会議に付した事件 

 　議事日程のとおり
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 開会　午前１０時００分

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　ただいまから、令和８年陸別町議会第３回臨時会を開会します。

──────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　これから、諸般の報告を行います。

　議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので、御了承願い

 ます。

──────────────────────────────────── 

◎町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　町長から、行政報告の申出があります。

 　本田町長、登壇願います。

○町長（本田　学君）〔登壇〕　４月２４日、第２回臨時会以降、本日までの行政報告を

申し上げます。お手元にお配りしております書面のとおりの内容であります。後ほど御覧

 いただきたいと思います。

 　以上で、行政報告を終わらせていただきます。

 ○議長（久保広幸君）　これで、行政報告を終わります。

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　これから、本日の会議を開きます。

──────────────────────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。

 　会議録署名議員は、３番渡辺議員、４番工藤議員を指名します。

──────────────────────────────────── 

◎日程第２　会期の決定の件 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　日程第２　会期の決定の件を議題にします。

　本件については、本日、議会運営委員会を開催し、本臨時会の会期について協議してお

 りますので、委員長より報告を求めます。
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 　三輪委員長、登壇願います。

○２番（三輪隼平君）〔登壇〕　令和８年陸別町議会第３回臨時会の運営について、本日

開催しました議会運営委員会において、慎重に協議しましたので、その結果について報告

 いたします。

　本臨時会に町長から提出のありました議案は、工事請負契約の締結について１件、条例

 の一部改正２件の計３件であります。

　よって、議案の内容を総合的に勘案の上協議した結果、本臨時会の会期につきまして

 は、本日１日間とすることに決定いたしました。

　以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては、特段の御理解と御協力をお

 願い申し上げ、報告といたします。

 ○議長（久保広幸君）　お諮りします。

　本臨時会の会期は、ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、本日１日間としたい

 と思います。

 　御異議ありませんか。

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。

 　したがって、会期は、本日１日間とすることに決定しました。

──────────────────────────────────── 

◎日程第３　議案第３１号工事請負契約の締結について 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第３　議案第３１号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長、登壇願います。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第３１号工事請負契約の締結についてですが、令和

８年４月２２日執行の入札に係る落札者と本契約を締結するため、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるもので

 あります。

　内容につきましては、副町長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろしくお

 願い申し上げます。

 ○議長（久保広幸君）　今村副町長。

 ○副町長（今村保広君）　それでは、議案第３１号について説明いたします。

 　議案第３１号工事請負契約の締結について。

 　次のとおり工事請負を契約する。

 　契約の目的、陸別地区簡易水道市街地地区配水管布設替工事。

 　契約の方法、指名競争入札による契約。
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 　契約金額、５,１５２万４,０００円。

　契約の相手方、石橋・松浦経常建設共同企業体。代表者、足寄郡陸別町字陸別基線３１

 ２番地。株式会社石橋建設代表取締役、石橋堂裕であります。

　５者指名しまして、４月２２日に入札を実施しております。予定価格については４,７

５６万円、こちらは税抜きでございます。落札率につきましては９８.５％であります。

工期につきましては、本日議決していただきましたならば、本契約を締結しまして、令和

 ８年１１月３０日となっております。

　以上で、説明を終わりますので、以後、御質問によってお答えしてまいりますので、御

 審議のほどよろしくお願いいたします。

 ○議長（久保広幸君）　これから質疑を行います。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。

 　これから討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。

 　これから、議案第３１号工事請負契約の締結についてを採決します。

 　お諮りします。

 　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。

 　したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────── 

◎日程第４　議案第３２号町税条例の一部を改正する条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第４　議案第３２号町税条例の一部を改正する条例を議題と

 します。

 　提案理由の説明を求めます。

 　本田町長、登壇願います。

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第３２号町税条例の一部を改正する条例についてで

すが、地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の改正を行おうとするもの

 であります。

　内容につきましては、町民課長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろしく

 お願い申し上げます。

 ○議長（久保広幸君）　本間町民課長。
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○町民課長（本間　希君）　それでは、議案第３２号町税条例の一部を改正する条例につ

 いて御説明いたします。

 　議案集は２ページからとなります。

　説明に入る前に、議案に訂正がございます。口頭で訂正箇所を申し上げますので、議案

 集５ページをお開きください。訂正箇所は２か所となります。

　１か所目です。５ページの上から６行目になります。文の始まりが「１４、法附則第１

５条」から始まる行で、中ほどから「町の条例で定める割合は、」となっております。割

 合の後の「、」を削除願います。

　次に、２か所目でございます。今訂正された箇所から９行下、上から１５行目となりま

す。「内に」から始まる行です。「内に、次に掲げる次項を」の「次項」に文字の間違い

 がございました。次項の次の文字を、正しくは事務の「事」に修正をお願いいたします。

　おわびを申し上げるとともに、訂正をお願いいたします。大変申し訳ございませんでし

 た。

 　それでは、説明に入らせていただきます。

　このたびの条例改正につきましては、地方税法及び関係法令の改正により、大きく三つ

 の点について改正しようとするものであります。

　１点目は個人町民税関係、２点目は固定資産税関係、３点目は軽自動車関係となりま

 す。内容につきましては、議案説明資料で順に説明いたします。

 　資料ナンバーの１－１を御覧ください。

 　町税条例の一部を改正する条例。改正の概要であります。

 　１点目、個人町民税関係であります。

　（１）特定大口株主配当等の特定配当等への追加に伴う所得割の課税標準の改正であり

 ます。

 　条例の改正箇所は、条例第１６条となります。

 　令和８年４月１日施行となります。

　改正内容につきましては、地方税法の改正により、納税義務者が自己の同族会社である

法人と合計した株主保有割合が３％以上となる内国法人から支払いを受ける上場株式等の

配当金等、これを「特定大口株主配当等」と申し上げますが、この支払時に、町道民税を

特別徴収する、天引きするという仕組みへ変更されました。このことから町税条例につき

 ましても所要の改正を行う内容となっております。

　次に、（２）番目です。復興特別所得税の課税期間の延長及び防衛特別所得税の創設に

 伴う寄附金税額控除における特例控除額の改正であります。

 　条例改正箇所は、条例第２３条、条例附則第７条の４、第９条の２となります。

 　施行日は、令和１０年１月１日であります。

　内容につきましては、令和９年分所得税から復興特別所得税が引下げとなります。これ

とともに課税期間が令和２９年分まで１０年間延長されます。引下げた相当分につきまし
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ては、防衛特別所得税が新たに創設されまして、令和９年分所得税から課税されることと

なります。この課税に伴いまして、地方税法において、都道府県、市町村または特別区に

対する寄附金のうち、総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金に関する特例控除額の

加算割合について改正されました。この改正内容を反映させるために、このたびの条例改

 正となります。

　続きまして、（３）公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲の見直しに

 伴う改正であります。

 　改正箇所は、条例第２６条、第２７条の２、第２７条の３となります。

 　施行日につきましては、令和９年１月１日。

　内容につきましては、公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲に、障害

者、寡婦もしくはひとり親に該当する者を加える規定を整理し、これに伴う条文の項ずれ

 を修正するものです。

　続きまして、（４）特定一般医療医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の

 延長であります。

 　改正箇所は、条例附則第６条。

 　施行日は、令和９年１月１日であります。

　内容につきましては、特定一般医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例につ

きまして、租税特別措置法第４１条の１７の改正によりまして、適用期限が延長されたこ

とに伴う改正であります。現行の条例が平成３０年から令和９年度までとなっているもの

 を平成３０年以降とし、適用期限を設けない内容となっております。

　続きまして、（５）個人の町民税の住宅借入金特別税額控除の適用期限の延長等であり

 ます。

 　改正箇所は、条例附則第７条の３、第７条の３の２となります。

 　施行日につきましては、令和９年１月１日。

　内容につきましては、個人の町民税の住宅借入金特別税額控除の適用期限を５年間延長

 するとともに、法改正に合せた規定の削除を行っております。

 　続きまして、１枚めくっていただいて、資料ナンバー２を御覧ください。

　（６）肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例の適用期間延長でありま

 す。

 　改正箇所は、条例附則第８条となります。

 　令和８年４月１日施行となります。

　肉牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例について、現行の令和９年度まで

 の適用期限を３年間延長して、令和１２年度までとするものです。

 　続きまして、（７）法律改正に合せた規定の整備であります。

 　改正箇所は、条例附則第１６条の３から第２０条の３までとなります。

 　施行日は、令和８年４月１日となります。
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　地方税法、附則第５条の４の規定の削除に伴いまして、町税条例についても所要の整備

 を行うものであります。

 　次に、２点目、固定資産税関係となります。

 　（１）固定資産税の免税点の改正であります。

 　改正箇所は、条例第５２条。

 　施行日は、令和９年４月１日となります。

　今回の改正で、家屋について２０万円から３０万円に、償却資産については１５０万円

から１８０万円に免税点が引上げとなります。ちなみに、土地については、現行の３０万

 円から変更はございません。

 　次に、（２）わが町特例に係る特例割合の見直し等であります。

 　改正箇所は、条例附則第１０条の２。

 　施行日は、令和８年４月１日となります。

　改正内容につきましては、改修特別特定建築物に係る課税標準の特例措置が新設された

 ことに伴い、根拠条文の項ずれの修正と参酌基準に合わせた特例割合の修正となります。

　詳細につきましては、資料１－３、１－４に、わが町特例に係る新旧対照表の右の欄に

なります。備考欄に、改正内容を整理しておりますので後ほど御覧いただきたいと思いま

 す。

　続きまして、（３）新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

 る者がすべき申告等でございます。

 　改正箇所は、条例附則第１０条の３。

 　施行日は、令和８年４月１日となります。

　新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告等

 について、法令改正に合せて条文の項ずれを修正するものであります。

 　続きまして、３点目の軽自動車関係となります。

 　（１）軽自動車税環境性能割の廃止に伴う改正であります。

　改正箇所は、条例第７条、第９条、第６８条から第７８条まで、条例附則第１５条の２

 から第１６条の２まで。

 　施行日につきましては、令和８年４月１日となります。

　令和８年３月３１日をもちまして、軽自動車税環境性能割が廃止されたことに伴い、軽

自動車税環境性能割に関する規定の削除及び「軽自動車税種別割」を「軽自動車税」に文

 言を修正するものであります。

　１枚めくっていただきまして、議案資料ナンバーの２－１から２－２９までは新旧対照

 表となりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。

 　それでは、議案集にお戻りください。

　２ページから改正内容と、７ページからの附則につきましては、ただいま説明したとお

 りでございますので、条文及び附則の朗読は省略させていただきます。
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 　以上で、議案第３２号の説明とさせていただきます。

　以後、御質問によりお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げ

 ます。

 ○議長（久保広幸君）　これから質疑を行います。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。

 　これから、議案第３２号町税条例の一部を改正する条例を採決します。

 　お諮りします。

 　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。

 　したがって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────── 

◎日程第５　議案第３３号陸別町国民健康保険税条例の一部を 

改正する条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第５　議案第３３号陸別町国民健康保険税条例の一部を改正

 する条例を議題とします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　本田町長、登壇願います。

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第３３号陸別町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてですが、地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の改正を

 行おうとするものであります。

　内容につきましては、町民課長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろしく

 お願い申し上げます。

 ○議長（久保広幸君）　本間町民課長。

○町民課長（本間　希君）　それでは、議案第３３号陸別町国民健康保険税条例の一部を

 改正する条例について御説明いたします。

 　議案集は１１ページからとなります。

　改正の内容につきましては、議案説明書で御説明いたします。資料ナンバー３－１をお

 開きください。
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　このたびの条例改正につきましては、地方税法の改正によるものと、地方税法施行令の

 改正によるものとなります。

 　それでは、順に御説明いたします。

 　1、地方税法の一部改正による改正。

　子ども・子育て支援法が国により制定されまして、子ども・子育て支援納付金が創設さ

れました。これに伴いまして、子ども・子育て納付金に係る地方税法が改正され、今年度

から賦課徴収するために、国民健康保険税条例についても条文及び文言の追加等の改正を

 行うものであります。

　子ども・子育て支援納付金につきましては、資料の表にまとめておりますので御覧くだ

 さい。

　一番左の賦課項目に、一番下になるのですが、子ども・子育て支援納付金が追加されて

 おります。

　内容につきましては、所得割が０.２９％、均等割が１,０００円、１８歳以上被保険者

均等割が１００円、均等割が、特定世帯が５００円、特定継続世帯が７５０円、それ以外

 の世帯が１,０００円という税率になっております。

 　続きまして、資料ナンバー３－２を御覧ください。

 　２、地方税施行令の一部改正による改正であります。

 　①課税限度額の改正であります。

 　改正箇所は、条例第２条となります。

 　改正内容につきましては、比較表として整理しておりますので御覧ください。

　基礎課税分、一番上段の医療分が、令和７年度が６６万円から、今回の改正で、令和８

年度、１万円増の６７万円となっております。また、その下の段、子ども・子育て支援納

 付金分については３万円が限度額となります。

 　次に、②番目、軽減判定所得基準の改正となります。

 　改正箇所は、条例第２３条となります。

　今回の改正は、５割軽減と２割軽減に係る軽減判定所得基準が見直されたものでありま

 す。

　表を御覧ください。５割軽減の欄で、算定式中、令和７年度３０万５,０００円が令和

８年度は３１万円となっております。その下段、２割軽減につきましては、令和７年度５

 ６万円が令和８年度は５７万円となっております。

 　次に、３、その他の改正です。

　国民健康保険税の前納制度の創設であります。今回の前納制度につきましては、厚生労

 働省から通知によりまして、条例改正の例が示されたことにより創設されるものです。

 　改正箇所は、条例第１２条、第１２条の２となります。

　内容につきましては、その年の１月１日時点で国内に住所を有していない者が陸別町に

転入して国民健康保険に加入した場合に、１年分の国保税を前倒しで納付していただくと
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 いうものであります。

　次のページ、資料ナンバー４－１から４－１３までは新旧対照表となりますので、後ほ

 ど御参照いただきたいと思います。

 　それでは、議案集の１４ページにお戻りください。

　改正の内容につきましては、ただいま御説明したとおりでありますので、条文の朗読は

 省略させていただきます。

 　附則を読み上げます。

 　施行期日。１、この条例は公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。

　適用区分。２、この条例による改正後の陸別町国民健康保険税条例の規定は、令和８年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税に

 ついては、なお従前の例による。

 　以上で、議案第３３号の説明とさせていただきます。

　以後、御質問によりお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

 す。

 ○議長（久保広幸君）　これから質疑を行います。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。

　これから、議案第３３号陸別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決しま

 す。

 　お諮りします。

 　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

 ○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。

 　したがって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

──────────────────────────────────── 

 ○議長（久保広幸君）　これで、本日の日程は全て終了いたしました。

 　会議を閉じます。

 　令和８年陸別町議会第３回臨時会を閉会します。

閉会　午前１０時２７分
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　以上、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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